
令和 5 年 3 月

令和 5 年度 令和 14 年度

１．事業概要

（１）

① 施　設

別添２－1

法適（全部適用・一部適用）
非 適 の 区 分

法適（一部適用）

小金井市下水道事業経営戦略

昭和48年度
（供用開始後、48年）

小金井市

公共下水道事業

事業の現況

供 用 開 始 年 度
（ 供 用 開 始 後 年 数 ）

団 体 名 ：

事 業 名 ：

策 定 日 ：

流 域 下 水 道 等 へ の
接 続 の 有 無

109.9人/ha（令和3年）

該当なし

有

処 理 区 数 3処理区（多摩川流域野川処理区、多摩川流域北多摩一号処理区、荒川右岸東京流域荒川右岸処理区）

広域化・共同化・最適化
実施状況*1

平成30（2018）年1月に近隣７市により公営企業会計システムを共同で調達・運用するための「公営企業会計
システム共同運用協議会」を設置し、令和元年10月から会計システムの共同運用を開始しました。これによ
りスケールメリットによる導入総コスト削減と公営企業会計導入に係る様々な課題等の情報共有を行ってい
ます。

～計 画 期 間 ：

処 理 区 域 内 人 口 密 度

処 理 場 数

*1　「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。
　　 「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む）、広域化・共同化を推進するための計画に基づき実施
する施設の整備（総務副大臣通知）、事務の一部を共同して管理・執行する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。
　　 「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に応じて最適なものを選択すること（処理区の統廃合を含
む。）、③施設の統廃合（処理区の統廃合を伴わない。）を指す。



② 使　用　料

1,190 円 1,629 円

1,190 円 1,589 円

1,190 円 1,585 円

*2　条例上の使用料とは、一般家庭における２０㎥あたりの使用料をいう。
*3　実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０㎥を乗じたもの（家庭用のみでなく業務用を含む）をいう。

令和2年度 令和2年度

令和3年度 令和3年度

一般家庭用使用料体系の
概 要 ・ 考 え 方

　本市下水道事業では、令和元年4月に下水道使用料区分の見直しを行い、東京都区部下水道の料金体系
を同一としました。以下に示すように基本使用料制度と従量使用料制度を併せた使用料体系を採用していま
す。

【一般汚水】
基本料金：
・8㎥以下の量　  　　　 　   350円／月

超過料金：
・9㎥から20㎥の量　　　     70円／㎥
・21㎥から30㎥の量　 　    105円／㎥
・31㎥から50㎥の量　 　    120円／㎥
・51㎥から100㎥の量　　   135円／㎥
・101㎥から200㎥の量      170円／㎥
・201㎥から500㎥の量      210円／㎥
・501㎥から1000㎥の量    250円／㎥
・1001㎥以上の量            290円／㎥

業 務 用 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

該当なし。

実 質 的 な 使 用 料 *3
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

令和元年度

そ の 他 の 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

【井戸汚水】
1世帯当たり700円

【浴場汚水】
13円／㎥

条 例 上 の 使 用 料 *2
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

令和元年度



③ 組　織

（２） 民 間 活 力 の 活 用 等

（３） 経営比較分析表を活用した現状分析

事 業 運 営 組 織

 ウ　ＰＰＰ・ＰＦＩ

該当なし

該当なし

 イ　指定管理者制度

該当なし

民 間 活 用 の 状 況

※直近の経営比較分析表（「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について）（公営企業三課室長通知）」による経営比較分析表）を添付すること。

　直近の令和3年度の経営比較分析表を別紙-1に示しています。
・下水道事業の収益性を示す①収益的収支比率と⑤経費回収率は、100％以上であることから、汚水処理費のうち私費負担部分は全て下
水道使用料で賄われおり、現状は健全な経営と言えます。しかし、将来的には人口減少や節水機器の普及に伴い、下水道使用料収入の
減少が見込まれていることから、今後の推移に注視し、必要な対策の検討並びに事業の効率性向上の推進が必要であると考えます。
・債務残高の規模を示す④企業債残高対事業規模比率は減少傾向にあり、さらに類似団体平均を大きく下回っています。この要因は、昭
和40～50年代に集中整備した時期の借入分の償還が完了し、平成22年度から借り入れを抑制していることが要因と考えられます。
・有収汚水量1㎥当たりの汚水処理の費用を示す⑥汚水処理原価は類似団体と比べて低い水準となっています。今後の推移に注視し、投
資の効率化、維持管理費用の縮減等の取組が必要であると考えます。

職 員 数 　13人（損益勘定所属職員9人、資本勘定所属職員4人）（令和3年）

該当なし

該当なし

資 産 活 用 の 状 況

 ア　民間委託
　　　（包括的民間委託を含む）

 ア　エネルギー利用
　　　（下水熱・下水汚泥・発電等）　*4

 イ　土地・施設等利用
　　　（未利用土地・施設の活用等）　*5

*4　「エネルギー利用」とは、下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用いた収入増につながる取組を指す。
*5　「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取組を指す（単純な売却は除く）。

環
境
部

下水道課

業務設備係

工務維持係



２．将来の事業環境

（１）

（２）

処理区域内人口の予測

　処理区内人口の予測にあたっては、下水道処理人口普及率が100%、水洗化率が99.9%（令和3年度現在）に達していることから、将来の水
洗化人口は、行政人口の100%を見込み、「小金井市人口ビジョン（令和5年3月策定）」に示した人口推計値を採用しています。当面は微増
傾向を見込んでいますが、令和12年度をピーク（127,877人）に減少することが予想されます。

有収水量の予測

　将来の有収水量の予測に当たっては、水洗化人口に直近3か年（令和元～3年度）の一人当たり有収水量実績の平均値（99.7m3）を乗じ
て算定しています。水洗化人口と同様に、令和12年度にピーク（約1,275万m3）を迎え、以後は減少することを見込んでいます。
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（３） 使用料収入の見通し

　本市下水道事業は昭和62年に普及率100％を達成し、その後維持管理の時代へと推移している状況となっており、今後は下水道の整備
による使用料収入の増加を見込むことは望めません。
　使用料収入は、有収水量の予測値に法適後の2か年（令和2～3年度）下水道使用料単価実績の平均値（79.4円）を乗じて算定していま
す。現行の使用料体系を維持した場合、将来の使用料収入は、令和5年度から令和14年度までの計画期間において、使用料収入は年間
概ね10億円程度になると予測しています。長期的には将来人口や使用水量の減少に伴い、使用料収入も減少すると見込まれます。
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（４） 施設の見通し

　本市の下水道管路の総延長は令和2年度末で293kmに達し、内訳は合流管が249km、分流汚水管が25km、分流雨水管が19kmとなって
います。
　管種別の内訳は、鉄筋コンクリート管が全体の70.8%、硬質塩化ビニル管が全体の26.1%となっており、この2つの管種で全体の約96.9%を
占めています。
　本市では昭和44年度に公共下水道整備計画に着手し、昭和62年度に普及率100%を達成しました。この間、昭和44年度から昭和56年度
にかけて急速に管きょ整備を推進しており、全体の8割を超える管きょが整備されました。この経緯を受けて、令和3年度に標準耐用年数で
ある50年を経過している管路は約18.8%となっています。しかし、10年後には約80.3%までに急増し、改築更新のピークを迎えると見込まれて
います。
　したがって今後は、老朽化施設の対策費用により将来的に経営が圧迫されることが懸念されます。将来にわたる下水道事業の経営の安
定化を継続するために、事業費の平準化を図り、計画的かつ効率的な維持修繕・改築更新に取り組む必要があります。



（５）

３．経営の基本方針

組織の見通し

　本市では下水道事業に従事する職員数は、昭和50年代の管きょの集中的な整備に応じて増加し、ピーク時の昭和54～56年度には30人
にまで増加しました。その後、下水道人口普及率100%を達成して下水道の新規整備の減少に伴い職員数も減少しており、近年では概ね横
ばいの傾向となっています。
　今後は職員の不足及び技術の継承が課題であり、異動又は退職した職員枠に対する要員補充は、他部課からの職員の異動又は新規
採用職員での補充により、現行の人数を維持することを想定しています。したがって、職員の顔ぶれが変わってもノウハウの継承が行える
よう業務の見える化、共有、研修の充実等を図っていく必要があると考えています。

　下水道事業を長期的な視点で見ると、人口減少、節水型機器の導入等による使用料収入の減少が見込まれます。加えて、耐用年数を迎
える下水道施設の増加に伴う維持管理費用の増大化及び施設の改築更新において多額の費用が生じることが見込まれます。このような
環境下においても、住民生活に必要不可欠である下水道事業については、将来にわたって安定したサービス提供していくことが求められて
います。
　本市下水道事業では、経営状況及び資産の状況を的確に把握するため令和2年度から地方公営企業法の財務規定を適用しました。市
民が安心して快適な生活を営めるよう、良好な生活環境の維持及び公共用水域の水質保全のため、基本理念である「未来に繋げる水環
境（守りますみんなを守った下水道）」を踏まえ、以下に示す3つの基本方針に基づき、より一層の経営の健全化に努めます。

【基本方針】
① より安全で安心なまちづくり
   既存施設の機能を効率的・効果的に改善することにより安全で安心なまちづくりに貢献します。
② より良好な水環境づくり
　 環境負荷の軽減により良好な水環境づくりに貢献します。
③ 持続可能な事業づくり
 　市民や事業者の皆様との協働により、経営基盤や執行体制を強化して良好な事業運営が継続できるようにします。

増加 減少

概ね横ばい



４．投資・財政計画（収支計画）

（１）

※ 赤字がある場合には（３）において、その解消方法が示されていることが必要

① 収支計画のうち投資についての説明

②　収支計画のうち財源についての説明

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

目 標

　収支計画の策定の前提となる長期財源試算の結果、試算結果に基づく長期目標として、以下として定めま
す。
・単年度収支の均衡
・経費回収率を100％以上
・企業債残高の抑制

目 標

　投資以外の経費については、令和5年度から令和14年度までに、年間約15～19億円（次の①～④）を試算し、この内訳は、次に示す内容
となります。
　① 損益勘定職員は、9人を計画し、平均職員給与費（直近予算額÷職員数）×職員数により算出します。
      令和5年度から令和14年度までに、年間約0.6億円を計画します。
　② 修繕費、流域下水道維持管理負担金などの経費は、ストックマネジメント計画に基づく管きょ施設の補修費や東京都の見込額などを
見込み、物価上昇を考慮し令和5年度から令和14年度までに、年間約11億円を計画します。
　③ 減価償却費は、令和5年度から令和14年度までに、年間約3.1～7.3億円を計画します。
    ・現有分：固定資産台帳データを基に算出
　  ・新規分：将来の建設費を基に算出（管きょ50年、流域下水道建設負担金45年）
　④ 企業債の償還に対する支払利息は、令和5年度から令和14年度までに、年間約0.2億円を計画します。
    ・既借入分：起債償還計画を基に年次別支払利息予定額を採用
    ・新規借入分：将来の建設費に基づき算出（利率1％の元利均等、据置期間5年、返済期間30年）
  ⑤ 資本的支出へ充当する補填財源は、年間約1.8～2.8億円を計画します。

　上記に対する財源は、料金収入、他会計負担金（雨水処理負担金）、他会計補助金及び長期前受金戻入を見込むものとします。
  令和5年度から令和14年度まで年間約17～20億円と試算しています。内訳は以下に示す内容の通りです。
　① 料金収入は、有収水量×使用料単価により算出します。令和5年度から令和14年度まで、年間約10億円を計画します。
　② 雨水処理負担金などその他の営業収益は、総務省の繰出基準に基づき、雨水処理に要する維持管理費及び資本費に対する一般会
計繰入額を算定し、令和5年度から令和14年度まで、年間約4.8～5.7億円を計画します。
　③ 他会計補助金は、過去の実績に基づき、令和5年度から令和14年度まで、年間約0.24億円を計画します。
　④ 長期前受金戻入は、令和5年度から令和14年度まで、年間約1.8～4.1億円を計画します。
    ・現有分：固定資産台帳データを基に算出
　  ・新規分：将来の建設費を基に算出（管きょ50年、流域下水道建設負担金45年）

　前節の①の投資に対する主な財源は、企業債、国（都）補助金を見込むものとします。
  資本的収支の不足分は、収益的収支の収支差額（純利益）や減価償却費と長期前受金戻入の差額（損益勘定留保資金）で補てんしま
す。
　令和5年度から令和14年度までに示す財源及び金額は、次の内訳の財源を確保する必要があります。
　① 企業債は、管きょ建設改良費分は「（建設改良費‐国（都）補助金）×起債充当率（60％）」、流域下水道建設負担金分は「（建設改良費
‐対象外事務費）×起債充当率（100％）」により必要額を算定します。
      令和5年度から令和14年度まで、年間約1.8～2.1億円を計画します。
　② 国（都）補助金は、補助対象事業に係る建設改良費の一部を負担し、令和5年度から令和14年度まで約1億円を計画します。
　④ 補填財源は、年間約1.8～2.8億円を計画します。

　収支計画の策定の前提となる長期投資試算の結果及びそれに基づき、以下の通り長期目標を定めます。

・既存施設の機能の効率的・効果的な改善
　既存下水道施設の耐震化を継続実施、雨水対策を推進
・老朽化した施設の改築更新事業の最小化・平準化
　ストックマネジメント計画に基づく予防保全型の管理や、更新事業量の平準化を図るなど、より計画的かつ
効率的な改築更新事業を実施

　投資計画では、建設に係る職員給与、管きょ建設費、流域下水道建設負担金、企業債償還金を計画する必要があります。
  この主な内訳は以下に示す通り、年間約3.8～4.8億円を計画します。
　① 資本勘定職員は、令和5年度から令和14年度まで4人を計画し、平均職員給与費（直近予算額÷職員数）×職員数により算出します。
　　  算出の結果、年間約0.3億円を計画します。
　② 管きょ建設費は、物価上昇を考慮し令和5年度から令和14年度まで年間約1.8～2.9億円を計画します。
　　・下水道総合地震対策計画に基づき、マンホールトイレの新設及び既存下水道施設の耐震化工事の整備予定額を計上
　　・雨水対策として、雨水浸透ますや浸透トレンチの新設の予定額を計上
　　・ストックマネジメント計画に基づき、管きょ施設の点検・調査、改築・更新に要する経費を計上
　③ 流域下水道建設負担金は、令和5年度から令和14年度まで、東京都の見込額に基づき、年間約0.6～1.4億円を計画します。
　④ 企業債償還金は、令和5年度から令和14年度まで、年間約0.7～0.9億円を計画します。
　　・既発行分：起債償還計画を基に年次別償還予定額を計上
    ・新発行分：投資計画に基づき算定した額を計上

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

投資・財政計画（収支計画） ： 別　紙　の　と　お　り



（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　今後の投資についての考え方・検討状況
*　処理区ごとに考え方が異なる場合は、処理区ごとに記載すること

②　今後の財源についての考え方・検討状況

③　投資以外の経費についての考え方・検討状況

民間活力の活用に関する事項
（包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制

度、PPP/PFIなど）
より効果の高い民間活力の導入検討を行い、営業費用の縮減の可能性を検討します。

資産活用による収入増加
の取組について

その他の取組
上記以外の取組については、現段階では行っていませんが、国、他団体等の動向を踏
まえ、必要に応じて研究に取り組みます。

職員給与費に関する事項
令和14年度までは、下水道整備を実施するため、現状の職員の人員を確保する計画と
します。

動力費に関する事項 スクリーン等の少額な維持管理費のため、特になし

修繕費に関する事項
ストックマネジメント計画の策定を行い、施設の老朽化に備えた予防保全の計画を検討
します。

委託費に関する事項
公営企業法適用後の健全経営を維持することを図り、経営及び会計に対するアドバイス
を受けられる外部委託の検討を行います。

その他の取組
上記以外の取組については、現段階では行っていませんが、国及び他団体の動向を踏
まえ、必要に応じて研究に取り組みます。

薬品費に関する事項 該当なし

 （１）において、純損益（法適用）又は実質収支（法非適用）が計画期間の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字の
解消に向けた取組の方向性、検討体制・スケジュールや必要に応じて経費回収率等の指標に係る目標値を記載すること。

*　（１）において黒字の場合においても、投資・財政計画（収支計画）に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その
内容等を記載すること。

国、他団体等の取組動向を参考にしながら、下水道資産の有効活用についての研究に
取り組みます。

現段階では収支の均衡が取れていることから早急な使用料の見直しの必要性がないと
考えています。
今後、収支均衡を将来にわたり維持するために、公営企業会計の確実な運用及び投
資・財政計画の見直しを行いながら、収支ギャップの発生が見込まれた場合は、小金井
市公共下水道事業審議会と共に適切な使用料の見直しを検討します。

使用料の見直しに関する事項

上記以外の取組については、現段階では行っていませんが、国及び他団体の動向を踏
まえ、必要に応じて研究に取り組みます。

本市の課題となっている将来職員不足に対応していくため、将来的には近隣市等との
間で、維持管理業務や点検・調査業務の民間委託の共同発注について検討を行いま
す。

ストックマネジメント計画に基づくストックマネジメントの実施や、計画の定期的な見直し
を行い、施設の劣化に基づく更新需要や投資の平準化に努めます。

東京都下水道局流域下水道本部で検討された広域化・共同化施策をベースに、本市へ
の適用検討を行いました。また、東京都の取組以外、全国の先進的に取り組んでいる事
例を踏まえながら、本市を主体として将来近隣市（流域関連市町村）との間で共同実施
が考えられるメニューについて検討を行いました。
また、会計管理システムの共同導入を実施しており、今後参加団体の拡大による効率
化が期待されるものについて検討を行いました。
上記検討した結果を小金井市広域化・共同化計画（令和5年度）として取りまとめまし
た。

広域化・共同化・最適化に関する事項

その他の取組

民間活力の活用に関する事項
（PPP/PFIなど）

投資の平準化に関する事項



５． 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
改 定 等 に 関 す る 事 項

毎年、投資・財政計画と実績との乖離及び原因について検証・評価を行いつつ、経営実態を鑑み
て適宜見直しを行う予定とします。



当該団体値（当該値）

類似団体平均値（平均値）

令和3年度全国平均

※　「経常収支比率」、「累積欠損金比率」、「流動比率」、「有形固定資産減価償却率」及び「管渠老朽化率」については、法非適用企業では算出できないため、法適用企業のみの類似団体平均値及び全国平均を算出しています。

経営比較分析表（令和3年度決算）
東京都　小金井市

業務名 業種名 事業名 類似団体区分 管理者の情報 人口（人） 面積(km2) 人口密度(人/km2) グラフ凡例
11.30 11,028.05 ■

資金不足比率(％) 自己資本構成比率(％) 普及率(％) 有収率(％) 1か月20ｍ
3
当たり家庭料金(円) 処理区域内人口(人) 処理区域面積(km2)

法適用 下水道事業 公共下水道 Aa 非設置 124,617

処理区域内人口密度(人/km2) －

- 89.92 100.00 99.66 1,309 124,539 11.33 10,991.97

　①有形固定資産減価償却率及び②管渠老朽化率が
令和2年度から令和3年度に大幅に増加しているの
は、昭和44年度から昭和56年度にかけて急速に整備
を行った管きょが、徐々に法定耐用年数を経過し始
めているためです。
令和3年度以降に法定耐用年数である50年を超える
管きょが急増しており、今後の10年間で施設の更新
時期のピークを迎えることが見込まれています。そ
のため、令和元年度に市内管きょ全249kmを対象と
してストックマネジメント計画を改定し、令和2年
度より5か年で約6,500箇所を対象に点検を行ってい
ます。
　ストックマネジメント計画及び点検結果に基づ
き、順次管きょの調査・改築を行う予定で、令和3
年度には布設替工事を施工しました。令和4年度以
降も管更生等改築工事及び管きょの補修を行ってい
き、③管渠改善率の上昇を目指します。2. 老朽化の状況

全体総括

　小金井市の公共下水道事業は、昭和44年に公共下
水道整備計画に着手し、昭和62年の普及率100％達
成後、維持管理の時代へと推移しました。
　現在、当初敷設した管きょが供用開始後50年を迎
えようとしており、今後施設更新に係る事業費の増
大が見込まれます。また、経常収支比率が平均値よ
り低いことや、使用料徴収に係る事務経費は公共下
水道事業の維持管理に影響を与えます。
　今後も安定的な経営を継続することを目指し、令
和2年度からの公営企業法適用による財務状況の分
析を踏まえた上で、長期的な財政見通し、使用料・
事務事業の定期的な分析、ストックの利活用、新た
な収入確保への取り組みなどについて、下水道総合
計画、経営戦略改定版や広域化・共同化計画の策定
を現在実施しており、より一層の経営基盤の強化を
図っていきます。

【】

分析欄

1. 経営の健全性・効率性 1. 経営の健全性・効率性について

　①の経常収支比率は104.07％であり、100%以上と
なりますので、経営状態は安定していると考えられ
ます。
　②の累積欠損金比率は0％であり、累積欠損金は
発生していません。
　③の流動比率は295.3％であり、資金不足が発生
していないことから、経営状態は安定していると考
えられます。
　④企業債残高対事業規模比率は27.17％と、類似
団体平均値を大きく下回っておりますが、これは近
年新たな借り入れを控えているためと考えられま
す。ただし、今後老朽化施設の更新のために事業費
が増加する見込みのため、企業債残高が増加するこ
とが見込まれます。将来に渡る下水道事業の経営の
安定化を継続するためにストックマネジメント計画
に基づき事業費の平準化を図り、計画的かつ効率的
な維持管理・改築更新に取り組む必要があります。
　⑤経費回収率、⑥汚水処理原価は類似団体と比べ
てもいい水準になっており、健全な経営状況である
と考えられます。
　⑧水洗化率は99.99％とほぼ100％に達しており、
将来的には100％になると見込まれます。
　以上の指標を分析した結果、現状では経営が健全
であると考えますが、今後老朽化した施設の更新の
ため事業費の増加が見込まれるため、費用の縮減や
収入の確保等継続的な下水道事業経営の見直しが必
要と考えます。

2. 老朽化の状況について
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⑤経費回収率(％) ⑥汚水処理原価(円) ⑦施設利用率(％) ⑧水洗化率(％)

①有形固定資産減価償却率(％) ②管渠老朽化率(％) ③管渠改善率(％)

【107.02】 【3.09】 【71.39】 【669.11】

【95.72】【59.99】【134.98】【99.73】

【38.17】 【6.54】 【0.24】



様式第2号（法適用企業・収益的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）

年　　　　　　度 前々年度 令和４年度

区　　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

１． (A) 1,527,424 1,534,719 1,537,735 1,569,079 1,565,388 1,562,432 1,556,474 1,543,913 1,531,822 1,519,007 1,504,963 1,490,906
(1) 996,212 1,001,356 989,905 1,001,100 1,004,313 1,006,957 1,009,007 1,010,574 1,011,626 1,012,061 1,012,006 1,011,674
(2) (B)
(3) 531,212 533,363 547,830 567,979 561,075 555,475 547,467 533,339 520,196 506,946 492,957 479,232

２． 469,107 480,138 430,032 417,170 392,641 373,470 352,427 322,427 284,198 247,191 225,064 204,489
(1) 20,959 24,774 24,573 24,573 24,573 24,573 24,573 24,573 24,573 24,573 24,573 24,573

20,872 24,459 24,258 24,258 24,258 24,258 24,258 24,258 24,258 24,258 24,258 24,258
87 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315

(2) 447,997 455,243 405,334 392,472 367,943 348,772 327,729 297,729 259,500 222,493 200,366 179,791
(3) 151 121 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125

(C) 1,996,531 2,014,857 1,967,767 1,986,249 1,958,029 1,935,902 1,908,901 1,866,340 1,816,020 1,766,198 1,730,027 1,695,395
１． 1,868,076 1,859,759 1,861,890 1,863,970 1,810,935 1,820,921 1,742,822 1,685,756 1,658,566 1,554,092 1,490,146 1,482,492
(1) 49,203 58,572 58,354 58,354 58,354 58,354 58,354 58,354 58,354 58,354 58,354 58,354

31,913 24,834 24,934 24,934 24,934 24,934 24,934 24,934 24,934 24,934 24,934 24,934

17,290 33,738 33,420 33,420 33,420 33,420 33,420 33,420 33,420 33,420 33,420 33,420
(2) 1,034,161 1,013,269 1,076,432 1,095,761 1,081,554 1,122,351 1,082,153 1,083,959 1,121,771 1,081,587 1,068,409 1,109,236

97 87 90 92 93 93 94 94 95 95 96 97
127,293 106,335 122,090 131,980 132,772 133,569 134,370 135,176 135,987 136,803 137,624 138,450
13,245 18,663 18,663 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000

893,526 888,184 935,589 942,689 927,689 967,689 926,689 927,689 964,689 923,689 909,689 949,689
(3) 784,712 787,918 727,104 709,855 671,027 640,216 602,315 543,443 478,441 414,151 363,383 314,902

２． 50,395 50,789 48,759 18,753 19,209 19,522 19,801 20,332 20,789 21,303 21,665 22,138
(1) 22,973 20,789 18,759 18,753 19,209 19,522 19,801 20,332 20,789 21,303 21,665 22,138
(2) 27,422 30,000 30,000

(D) 1,918,471 1,910,548 1,910,649 1,882,723 1,830,144 1,840,443 1,762,623 1,706,088 1,679,355 1,575,395 1,511,811 1,504,630
(E) 78,060 104,309 57,118 103,526 127,885 95,459 146,278 160,252 136,665 190,803 218,216 190,765
(F)
(G)
(H)

78,060 104,309 57,118 103,526 127,885 95,459 146,278 160,252 136,665 190,803 218,216 190,765
(I) 187,098 429,575 486,693 590,219 718,104 813,564 959,840 1,120,091 1,256,755 1,447,558 1,665,774 1,856,540
(J) 941,262 850,738 986,362 1,252,270 1,521,809 1,761,433 2,020,236 2,272,332 2,460,967 2,679,341 2,881,866 3,032,343

308,925 198,560 198,560 198,560 198,560 198,560 198,560 198,560 198,560 198,560 198,560 198,560
(K) 318,751 359,694 356,601 354,980 354,829 353,770 352,539 358,480 362,837 367,618 371,749 376,155

85,692 80,904 77,811 76,190 76,039 74,980 73,749 79,690 84,047 88,828 92,959 97,365

225,629 271,373 271,373 271,373 271,373 271,373 271,373 271,373 271,373 271,373 271,373 271,373
( I )

(A)-(B)

(L)

(M) 1,527,424 1,534,719 1,537,735 1,569,079 1,565,388 1,562,432 1,556,474 1,543,913 1,531,822 1,519,007 1,504,963 1,490,906

(N)

(O)

(P)

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

地方財政法施行令第15条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)
地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額

う ち 建 設 改 良 費 分
う ち 一 時 借 入 金
う ち 未 払 金

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ）

流 動 負 債

支 出 計
経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 利 益
特 別 損 失
特 別 損 益 (F)-(G)

収

益

的

収

支

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金
流 動 資 産

う ち 未 収 金

収

益

的

収

入

材 料 費

収

益

的

支

出

営 業 費 用
職 員 給 与 費

基 本 給
退 職 給 付 費
そ の 他

経 費
動 力 費
修 繕 費

支 払 利 息

補 助 金
他 会 計 補 助 金
そ の 他 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入

そ の 他

収 入 計
そ の 他

そ の 他
減 価 償 却 費

営 業 外 費 用

令和６年度 令和１１年度 令和１２年度 令和１３年度 令和１４年度令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度

営 業 外 収 益

料 金 収 入
受 託 工 事 収 益
そ の 他

令和５年度

営 業 収 益



様式第2号（法適用企業・資本的収支） 投資・財政計画
（収支計画） （単位：千円）

年　　　　　度 前々年度 令和４年度

区　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

１． 182,000 212,610 191,360 185,860 208,120 199,180 209,920 197,560 213,820 202,660

２．

３． 659

４． 1,136 659

５．

６． 21,000 20,000 10,000 20,000 10,000 20,000

７．

８．

９．

(A) 659 1,136 203,659 212,610 191,360 205,860 218,120 199,180 229,920 207,560 213,820 222,660

(B)

(C) 659 1,136 203,659 212,610 191,360 205,860 218,120 199,180 229,920 207,560 213,820 222,660

１． 238,737 329,867 399,387 319,880 305,360 305,910 335,720 308,330 350,020 316,360 335,170 336,710

29,845 29,043 32,669 32,669 32,669 32,669 32,669 32,669 32,669 32,669 32,669 32,669

２． 87,729 85,692 80,904 77,811 76,190 76,039 74,980 73,749 79,690 84,047 88,828 92,959

３．

４．

５．

(D) 326,466 415,559 480,291 397,691 381,550 381,949 410,700 382,079 429,710 400,407 423,998 429,669

(E) 325,807 414,423 276,632 185,081 190,190 176,089 192,580 182,899 199,790 192,847 210,178 207,009

１． 325,807 414,423 276,632 185,081 190,190 176,089 192,580 182,899 199,790 192,847 210,178 207,009

２．

３．

４．

(F) 325,807 414,423 276,632 185,081 190,190 176,089 192,580 182,899 199,790 192,847 210,178 207,009

(G)

(H) 984,573 898,881 999,977 1,134,775 1,249,945 1,359,766 1,492,906 1,618,337 1,748,567 1,862,080 1,987,072 2,096,773

○他会計繰入金 （単位：千円）
年　　　　　度 前々年度 令和４年度

区　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

551,628 557,424 571,690 591,839 584,935 579,335 571,327 557,199 544,056 530,806 516,817 503,092

551,628 557,424 571,690 591,839 584,935 579,335 571,327 557,199 544,056 530,806 516,817 503,092

659 1,136 659

659 1,136 659

552,287 558,560 572,349 591,839 584,935 579,335 571,327 557,199 544,056 530,806 516,817 503,092

令和１４年度

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 令和１２年度令和６年度令和５年度

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

令和１３年度

資

本

的

収

支

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

資

本

的

収

入

そ の 他

計

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

計

そ の 他

令和１１年度 令和１２年度 令和１３年度

他 会 計 負 担 金

令和１４年度

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度



供用開始年月日 昭和48 年 6 月 1 日

処理区域内人口 124,539人（令和3年）

計算期間 自2023年４月至2028年３月

（　 ５　年間）

　最近１箇年
　間の実績

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

使用料対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

千円 千円 千円 千円

996,212 1,002,256 1,002,256

0 0 0

1,000,319 949,254 949,254

1,996,531 1,951,510 0 1,951,510

　最近１箇年
　間の実績

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

使用料対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

千円 千円 千円 千円

0 0 0 0

諸 手 当 0 0 0 0

福 利 費 0 0 0 0

127,095 130,956 78,574 52,382

13,245 20,533 12,320 8,213

0 0 0 0

31,445 60,454 36,272 24,182

2,203 12,360 7,416 4,944

173,988 224,303 134,582 89,721

給 料 0 0 0 0

諸 手 当 0 0 0 0

福 利 費 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

給 料 0 0 0 0

諸 手 当 0 0 0 0

福 利 費 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

給 料 27,718 29,630 10,371 19,260

諸 手 当 17,606 19,195 6,718 12,477

福 利 費 9,044 9,529 3,335 6,194

679,434 700,325 245,114 455,211

167,968 155,480 0 155,480

35,028 16,941 5,929 11,012

936,798 931,100 271,467 659,633

22,973 19,209 12,063 7,146

784,712 670,103 497,801 172,302

0 0 0 0

807,685 689,312 509,864 179,448

1,918,471 1,844,715 915,913 928,802

928,802

(X)／(（Y）＋（Z）)＊１００＝ 1.08

金　　　　　　　　額

金　　　　　　　　額

収　入　の　部

支　　出　　の　　部

項 目

受 託 工 事 収 益

そ の 他

合 計

原価計算表

項 目

使 用 料 (X)

路 面 復 旧 費

委 託 料

そ の 他

小 計

ポ
ン
プ
場
費

管
渠
費

人
件
費

給 料

そ の 他

修 繕 費

材 料 費

修 繕 費

材 料 費

薬 品 費

減 価 償 却 費

そ の 他

委 託 料

人
件
費

動 力 費

人
件
費

小 計

人
件
費

そ の 他

委 託 料

動 力 費

修 繕 費

材 料 費

一
 

般
 

管
 

理
 

費

薬 品 費

小 計

流域下水道管理運営費負担金

委 託 料

小 計

合 計 (Y)

資 産 維 持 費 （ Z ）

使 用 料 対 象 経 費 （ Y ） ＋ （ Z ）

小 計

企 業 債 取 扱 諸 費

資
本
費

支 払 利 息

処
理
場
費



　最近１箇年
　間の実績

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

使用料対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

金　　　　　　　　額
支　　出　　の　　部

項 目

＜使用料水準についての説明＞

１　投資・財政計画計上額（Ａ）欄は、直近の料金算定期間内における平均値を記載すること。
２　起債償還額が減価償却額を超えるときは、当分の間、その差額を一般管理費のその他の欄に記載して差し支えないこと。
３　資産維持費は、将来の更新需要が新設当時と比較し、施工環境の悪化、高機能化（耐震化等）等により増大することが見込まれる
場合に、使用者負担の期間的公平等を確保する観点から、実体資本を維持し、サービスを継続していくために必要な費用（増大分に係
るもの）を、適正かつ効率的、効果的な中長期の改築（更新）計画に基づいて算定し、計上するもの。そのため、資産維持費（Ｚ）欄は、
「下水道使用料算定の基本的考え方（2016年度版）」（公益社団法人日本下水道協会）を参考に、所有している資産の規模、経営環境
等の実情に応じ、料金算定に適切に反映すべき費用を記載すること。

・収支計画における上記計算期間において、現行の使用料体系を前提として試算を行ったところ、使用料1,002,256千円に対して使用料
対象経費は928,802千円となり、収支の黒字が発生している状況です。
・収支計画の最終年度である令和14年度においても収支不足は見込まれないため、計画期間内では使用料の改定は行わない予定で
す。


